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平成２４年度函館市健全化判断比率および資金不足比率

審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および第２２

条第１項の規定により審査に付された平成２４年度函館市健全化判断比

率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書

類を審査したので、次のとおり意見を提出します。
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平成２４年度函館市健全化判断比率審査意見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率（以下

「健全化判断比率」という。）ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書

類が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に

表示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行

い審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

【健全化判断比率】

区　　　分 平成２４年度 早期健全化基準 財政再生基準

① (％)実 質 赤 字 比 率 － 011.25 20

② (％)連結実質赤字比率 － 016.25 30

③ (％)実 質 公 債 費 比 率 8.6 0 .0025 35

④ (％)将 来 負 担 比 率 79.0 350.00
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(2) 個 別 意 見

① 実質赤字比率について

当年度の実質赤字比率は、前年度に引き続き発生していない。

また、前年度に比較すると一般会計において、黒字が増加したことなどから、算定式に基づ

く実質赤字比率は、下記表のとおり△１．７６％となり０．２４ポイント改善している。

なお、他都市における平成２３年度決算の同比率の状況については、中核市４１市および

道内主要都市８市では発生していない。

〔＊健全化判断比率および資金不足比率審査資料（以下「審査資料」という。）９～１０ペー

ジ参照〕

○ 実質赤字比率の推移

【算定式】

Ａ＝一般会計等の実質赤字額： 一般会計および特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質

赤字の額

Ｂ＝標準財政規模

実質赤字比率 ＝
Ａ

Ｂ

区　　分
平成２４年度 平成２３年度

平成２２年度
対前年度比較 対前年度比較

％ ポイント ％ ポイント ％

実 質 赤 字 比 率 － － － － －

 算定式に基づく

実質
黒 字

比率 (△1.76) (△0.24) (△1.52) (△0.17) (△1.35)
赤 字

　※　黒字はマイナス表示、赤字は正数を表す。※　黒字はマイナス（△）表示、赤字は正数を表す。
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連結実質赤字比率 ＝
Ｃ

Ｂ

② 連結実質赤字比率について

当年度の連結実質赤字比率は、前年度に引き続き発生していない。

また、前年度に比較すると公営企業会計において、資金不足額の減少および資金剰余額の増

加があったことから、連結の実質収支は黒字が増加し、算定式に基づく連結実質赤字比率は、

下記表のとおり△６．００％となり２．３４ポイント改善している。

なお、他都市における平成２３年度決算の同比率の状況については、中核市では４１市のう

ち１市で発生し、道内主要都市８市では発生していない。

〔＊審査資料９～１０ページ参照〕

○ 連結実質赤字比率の推移

【算定式】

Ｃ＝連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ： 一般会計および公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、

実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ： 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ： 一般会計および公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

ニ： 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

Ｂ＝標準財政規模

区　　分
平成２４年度 平成２３年度

平成２２年度
対前年度比較 対前年度比較

％ ポイント ％ ポイント ％

連結実質赤字比率 － － － 皆減 0.41

 算定式に基づく

実質
黒 字

比率 (△6.00) (△2.34) (△3.66) (△0.16) (△3.50)
赤 字

　※　黒字はマイナス表示、赤字は正数を表す。※　黒字はマイナス（△）表示、赤字は正数を表す。
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③ 実質公債費比率について

当年度の実質公債費比率は８．６％であり、早期健全化基準の２５％を下回っている。

また、前年度に比較すると地方債の元利償還金の増加や特定財源の減少などがあったことか

ら、実質公債費比率は、下記表のとおり０．４ポイント悪化している。

なお、他都市における平成２３年度決算の同比率の状況については、中核市４１市平均では

９．７％であり、道内主要都市８市平均では１１．０％である。

〔＊審査資料９～１０ページ参照〕

○ 実質公債費比率の推移

※ 中核市は４１市の平均であり、道内８市は道内主要都市８市の平均である。

【算定式】

Ｄ＝地方債の元利償還金
Ｅ＝準元利償還金
Ｆ＝特定財源（地方債を財源とする貸付金に係る貸付金収入、住宅使用料、都市計画税など）
Ｇ＝元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
Ｂ＝標準財政規模

実質公債費比率 ＝
（Ｄ＋Ｅ）－（Ｆ＋Ｇ）

の３か年平均
Ｂ－Ｇ

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

%

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

8.2 8.2
8.6

9.7 9.7

11.5
11.0

実質公債費比率の状況
（早期健全化基準２５％）

函館市 中核市平均 道内8市平均

区　　　　分
平成２４年度 平成２３年度

平成２２年度
対前年度比較 対前年度比較

実質公債費比率

％ ポイント ％ ポイント ％

8.6 0.4 8.2 0.0 8.2
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④ 将来負担比率について

当年度の将来負担比率は７９．０％であり、早期健全化基準の３５０％を下回っている。

また、前年度に比較すると、将来負担額が減少したことなどから、将来負担比率は、下記表

のとおり１７．４ポイント改善している。

なお、他都市における平成２３年度決算の同比率の状況については、中核市では４１市のうち

４市で発生がなく、３７市の平均は８５．５％であり、道内主要都市８市平均では１１４．８

％である。

〔＊審査資料９～１０ページ参照〕

○ 将来負担比率の推移

※ 中核市は３７市の平均であり、道内８市は道内主要都市８市の平均である。

【算定式】

Ｈ＝将来負担額：イからチまでの合計額

イ： 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ： 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）

ハ： 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

ニ： 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ： 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

へ： 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の

当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

将来負担比率 ＝
Ｈ－（Ｉ＋Ｊ＋Ｋ）

Ｂ－Ｇ

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
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120.0

130.0

%

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

109.6

96.4

79.0

97.7

85.5

122.3

114.8

将来負担比率の状況
（早期健全化基準３５０％）

函館市 中核市平均 道内8市平均

区　　　　分
平成２４年度 平成２３年度

平成２２年度
対前年度比較 対前年度比較

将来負担比率

％ ポイント ％ ポイント ％

79.0 △17.4 96.4 △13.2 109.6
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ト： 連結実質赤字額

チ： 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

Ｉ＝充当可能基金額： 上記イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第２４１条の

基金（ただし、合併特例債で造成された地域振興基金を除く。）

Ｊ＝特定財源見込額

Ｋ＝地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額

Ｂ＝標準財政規模

Ｇ＝元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

(3) ま と め

以上が平成２４年度決算における健全化判断比率の概要であるが、前年度に比較すると実質赤

字比率については、対象となる会計の実質収支額の合計が前年度に引き続き黒字となったことか

ら、当該比率は発生していない。

連結実質赤字比率については、対象となる会計の実質収支額および資金過不足額の合計が前年

度に引き続き黒字となったことから、当該比率は発生していない。

実質公債費比率については、前年度と比較すると０．４ポイント悪化し８．６％となった。

将来負担比率については、対象となる会計の将来負担額が減少したことなどから、当該比率は

１７．４ポイント改善し７９．０％となった。

平成２４年度の健全化判断比率の審査において、特に問題となる点は認められなかった。

今後の行財政運営にあたっては、現在取り組んでいる函館市行財政改革プラン2012に基づき、

効率的な運営に努めることにより、将来を見据えた収支均衡のとれた安定した財政基盤を確立さ

れるよう要望するものである。
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平成２４年度函館市地方卸売市場事業特別会計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

① 資金不足比率について

当年度においては、前年度に引き続き資金不足比率は発生していない。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) － 20
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平成２４年度函館市風力発電事業特別会計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

① 資金不足比率について

当年度においては、前年度に引き続き資金不足比率は発生していない。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) － 20
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平 成 ２ ４ 年 度 函 館 市 水 道 事 業 会 計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

① 資金不足比率について

当年度においては、前年度に引き続き資金不足比率は発生していない。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) － 20
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平 成 ２ ４ 年 度 函 館 市 温 泉 事 業 会 計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

当年度においては、前年度まで発生していた資金不足比率は発生していない。

なお、資金不足が発生しなかった要因は、市営谷地頭温泉施設の民間への売却により運転資金

残額が生じたことによるものである。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) － 20
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平成２４年度函館市公共下水道事業会計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

① 資金不足比率について

当年度においては、前年度に引き続き資金不足比率は発生していない。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) － 20
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平 成 ２ ４ 年 度 函 館 市 交 通 事 業 会 計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

当年度においては、前年度に引き続き資金不足比率は発生していない。

なお、資金不足比率の算定に際しては、解消可能資金不足額がある場合には、その額を資金不

足額（不良債務）から控除するため、平成２４年度の交通事業会計においては、前年度に引き続

き資金不足額より解消可能資金不足額が大きいため、資金不足比率は発生しなかったものである。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) － 20
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平 成 ２ ４ 年 度 函 館 市 病 院 事 業 会 計

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審 査 の 対 象

平成２４年度資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審 査 の 期 間

平成２５年７月１２日から平成２５年８月２０日まで

３ 審 査 の 要 領

審査にあたっては、提出された資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類

が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ、さらにこれらの書類の計数が正確に表

示されているかについて決算書および地方財政状況調査（決算統計）の統計数値等と照合を行い

審査した。

４ 審 査 の 結 果

(1) 総 合 意 見

審査に付された下記表の資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められた。

(2) 個 別 意 見

当年度においては、資金不足比率は１．５％であり、経営健全化基準の２０％を下回っている。

なお、前年度に比較すると、収益的収支での資金剰余が資本的収支での資金不足を上回ったこ

とから、当年度の運転資金は増加し当年度末における運転資金不足額は減少したため、下記表の

とおり２．８ポイント改善している。

今後においても、良質の医療サービスを安定的・継続的に提供していくためには、病院経営の

健全性が確保されることが不可欠であることから、引き続き医師・看護師の確保やメディカルス

タッフの充実、医療用器械の整備など各種対策を進めながら、地域医療機関との連携を強化し、

病床利用率の向上に努め、資金不足比率の改善を図られるよう要望する。

区　　分 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率(％) 1.5 20
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○ 資金不足比率の推移

区　　　　分
平成２４年度 平成２３年度

平成２２年度
対前年度比較 対前年度比較

% ﾎﾟｲﾝﾄ % ﾎﾟｲﾝﾄ %

資金不足比率 1.5 △2.8 4.3 △2.8 7.1

△5.0

0.0
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15.0

20.0

25.0
％
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資金不足比率の推移
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１ 健全化判断比率

① 実質赤字比率

普通会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標

化し、財政運営の深刻度を示すもので、この比率が高くなるほど、赤字の解消に長

期間を要することとなり、深刻な事態となることから、より多くの歳入増加策や歳

出削減策を講じる必要がある。

当年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であったため、マイナス1.76％となっており、実

質赤字比率は発生していない。

Ａ＝一般会計等の実質赤字額： 一般会計および特別会計のうち普通会計に相当する会計に

おける実質赤字の額

Ｂ＝標準財政規模

【平成２４年度】

実質赤字比率 ＝
Ａ

Ｂ

Ａの内訳 （単位：千円）

会　計　名
歳入総額 歳出総額 実質赤字額翌年度繰越財源

ａ ｂ ｃ ｄ＝（ｂ＋ｃ）－ａ

一般会計 125,127,965 123,882,432 33,735 △1,211,798

港湾事業特別会計 4,094,317 4,043,305 90 △50,922

奨学資金特別会計 56,862 53,639 － △3,223

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 206,982 99,139 100,843 △7,000

計 129,486,126 128,078,515 134,668 △1,272,943

※　実質赤字額欄の△表示は、実質収支が黒字であることを示している。

Ｂの内訳 （単位：千円）

区　　　分 金　　額

標準税収入額等 32,868,710

普通交付税 34,091,549

臨時財政対策債発行可能額 5,052,937

計 72,013,196

Ａ：△1,272,943 千円
＝ △1.76％（黒字）

Ｂ： 72,013,196 千円
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② 連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指

標化し、財政運営の深刻度を示すもので、赤字が多額となっている会計が存在する

場合、全体の見地からみても大きな問題となっていることを示している。

なお、公営企業の赤字を計算する場合には、不良債務額から解消可能資金不足額

を差し引くこととなる。

この連結の赤字が生じた場合には、十分にその原因を明らかにし、早期に解消す

ることが必要である。

また、この比率が高くなるほど、その解消期間も長期にわたるおそれがある。

当年度の連結実質赤字比率は、実質収支が黒字であったため、マイナス6.00％となっており、

連結実質赤字比率は発生していない。

Ｃ＝連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ： 一般会計および公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計

のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ： 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ： 一般会計および公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字

の合計額

ニ： 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

Ｂ＝標準財政規模

【平成２４年度】

連結実質赤字比率 ＝
Ｃ

Ｂ

Ｃ：△4,322,605 千円
＝ △6.00％（黒字）

Ｂ： 72,013,196 千円
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企業会計（法適・法非適） 流動負債または 流動資産または 解消可能資金 資金不足額

（ロ・ニ） 歳出額　　　ａ 歳入額　　　ｂ 不足額　　ｃ ｄ＝ａ－ｂ－ｃ

地方卸売市場事業特別会計 398,633 401,278 △2,645

風力発電事業特別会計 15,294 20,116 △4,822

水道事業会計 805,114 2,884,511 △2,079,397

温泉事業会計 39,325 141,050 △101,725

公共下水道事業会計 395,243 1,864,192 △1,468,949

交通事業会計 720,521 151,098 2,369,619 －

病院事業会計 3,484,895 3,228,956 255,939

計　② 5,859,025 8,691,201 2,369,619 △3,401,599

　 　 合計　①＋② △4,322,605

Ｃの内訳 （単位：千円）

一般会計・特別会計 歳入総額 歳出総額 実質赤字額翌年度繰越財源

（イ・ハ） ａ ｂ ｃ ｄ＝（ｂ＋ｃ）－ａ

一般会計 125,127,965 123,882,432 33,735 △1,211,798

港湾事業特別会計 4,094,317 4,043,305 90 △50,922

奨学資金特別会計 56,862 53,639 － △3,223

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 206,982 99,139 100,843 △7,000

小　計 129,486,126 128,078,515 134,668 △1,272,943

国民健康保険事業特別会計 34,890,725 35,124,893 － 234,168

自転車競走事業特別会計 18,180,465 18,804,134 － 623,669

介護保険事業特別会計 23,455,517 23,063,096 － △392,421

後期高齢者医療事業特別会計 3,847,458 3,733,979 － △113,479

計　① 209,860,291 208,804,617 134,668 △921,006
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③ 実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の合計額の標準財政規模を基本とした額に対する比率

借入金の返済額およびこれらに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度

を示すもので、この比率が高まるほど、財政の弾力性が低下し、他の経費を節減し

ないと赤字団体に転落するおそれが高まる。

当年度の実質公債費比率は8.6％であり、早期健全化基準25％を下回っている。

Ｄ＝地方債の元利償還金

Ｅ＝準元利償還金：イからホまでの合計額

イ： 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合

における１年当たりの元金償還金相当額（本市は該当なし）

ロ： 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の

財源に充てたと認められるもの（下水道事業の雨水分元利償還金など）

ハ： 組合・地方開発事業団（以下「組合等」という。）への負担金・補助金のうち、組

合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの（はこだて未来大学の

校舎分元利償還金など）

ニ： 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（臨空工業団地購入費など）

ホ： 一時借入金の利子

Ｆ＝特定財源（地方債を財源とする貸付金に係る貸付金収入、住宅使用料、都市計画税など）

Ｇ＝元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

Ｂ＝標準財政規模

【実質公債費比率の３か年平均】

【平成２４年度単年度の実質公債費比率】

実質公債費比率 ＝
（Ｄ＋Ｅ）－（Ｆ＋Ｇ）

の３か年平均
Ｂ－Ｇ

（単位：千円）

（Ｄ：16,462,129＋Ｅ：2,724,221）－（Ｆ：2,717,980＋Ｇ：11,216,557）
＝ 8.6％

Ｂ：72,013,196 － Ｇ：11,216,557

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
３か年平均

（単年度） （単年度） （単年度）

7.8％ 9.5％ 8.6％ 8.6％
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Ｆの内訳 （単位：千円）

区　分 金　額

地方債を財源とする貸付金に係る貸付金収入 124,900

住宅使用料 272,402

都市計画税 2,320,678

合　計 2,717,980

Ｅの内訳 （単位：千円）

区分 金　額 内　　　　訳

イ －

水道事業会計： 104,392

温泉事業会計： 2

ロ 2,500,098 公共下水道事業会計： 1,134,898

交通事業会計： 40,320

病院事業会計： 1,162,593

地方卸売市場事業特別会計 57,893

ハ 0 広域連合負担金（公債費元利償還相当分） 0

土地購入分（第２次臨空工業団地ほか）： 219,522

ニ 223,394 物品購入費（車両割賦購入費）： 3,392

その他（利子補給費）： 480

ホ 729 一時借入金の利子 729

合計 2,724,221 ＝Ｅ
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④ 将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある

負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する懸念が高いかどう

かを示すもので、この比率が高い場合、将来こうした負担額を実際に支払っていか

なければならないことから、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じるおそれ

が高まる。

当年度の将来負担比率は79.0％であり、早期健全化基準350％を下回っている。

Ｈ＝将来負担額：イからチまでの合計額

イ： 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ： 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）

ハ： 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

ニ： 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ： 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

へ： 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担してい

る場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の

負担見込額

ト： 連結実質赤字額

チ： 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

Ｉ＝充当可能基金額： 上記イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第

２４１条の基金（ただし、合併特例債で造成された地域振興基金を除

く。）

Ｊ＝特定財源見込額

Ｋ＝地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額

Ｂ＝標準財政規模

Ｇ＝元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

将来負担比率 ＝
Ｈ－（Ｉ＋Ｊ＋Ｋ）

Ｂ－Ｇ
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【平成２４年度】

Ｈの内訳 （単位：千円）

区分 金　額 内　　　　 訳

イ 148,697,578 一般会計等の地方債現在高 148,697,578

国営土地改良事業に係るもの： 14,392

ロ 1,888,791
依頼土地の買い戻しに係るもの： 267,998

社会福祉施設等整備費補助金ほか： 1,494,846

その他（渡島廃棄物処理広域連合負担金）： 111,555

水道事業会計： 1,092,046

ハ 31,509,085

温泉事業会計： 0

公共下水道事業会計： 15,721,663

交通事業会計： 327,034

病院事業会計： 13,816,034

地方卸売市場事業特別会計 552,308

ニ 3,935,965 函館圏公立大学広域連合分 3,935,965

ホ 21,247,830 退職手当支給予定額 21,247,830

ヘ 2,391,742
土地開発公社： 2,391,742

制度融資に係る損失補償： 0

ト － 連結実質赤字額 －

チ － －組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

合計 209,670,991 ＝Ｈ

（単位：千円） 　

Ｈ：209,670,991 －（Ｉ：7,482,502＋Ｊ：32,211,759＋Ｋ：121,905,280）
＝ 79.0％

Ｂ：72,013,196 － Ｇ：11,216,557
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２ 資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して、指

標化し、経営状況の深刻度を示すもので、この比率が高くなるほど、料金収入で資金

不足を解消するのが難しくなることから、経営を改善する必要がある。

当年度の資金不足比率は下記のとおりであり、病院事業は1.5％で経営健全化基準の20％を下

回っており、他の会計については発生していない。

Ｌ＝資金の不足額：

資金不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるた

めに起こした地方債現在高－流動資産）－解消可能資金

不足額

資金不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等

以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高）－

解消可能資金不足額

Ｍ＝事業の規模：

事 業 規 模 （ 法 適 用 企 業 ）＝営業収益の額－受託工事収益の額

事業規模（法非適用企業）＝営業収益の額に相当する収入の額－受託工事収益に相当

する収入の額

資金不足比率 ＝
Ｌ

Ｍ

【各会計の資金不足比率】 （単位：千円）

企業会計(法適・法非適)

流 動 負 債 流 動 資 産 解 消 可 能 資 金 不 足 額 事 業 規 模 資 金 不 足

または歳出額 または歳入額 資金不足 額 （営業収益） 比 率

ａ ｂ ｃ Ｍ Ｌ／ＭＬ＝ａ-ｂ-ｃ

地方卸売市場事業特別会計 398,633 401,278 － △2,645 178,214 －

風力発電事業 特別会計 15,293 20,116 － △4,823 19,001 －

水 道 事 業 会 計 805,115 2,884,512 － △2,079,397 4,390,394 －

温 泉 事 業 会 計 39,325 141,050 － △101,725 231,632 －

公 共 下水 道 事 業 会 計 395,244 1,864,192 － △1,468,948 5,775,761 －

交 通 事 業 会 計 720,521 151,098 2,369,619 － 963,734 －

病 院 事 業 会 計 3,484,895 3,228,956 － 255,939 16,216,124 1.5％

※　１　資金不足額欄の△表示は、資金剰余であることを示している。

 　 ２　交通事業会計においては、解消可能資金不足額があるため資金不足額が生じないこととなった。



３　健全化判断比率の状況（平成23年度決算）

（単位：％）

順位 順位 順位 順位

函 館 市 30 8.2 14 96.4

旭 川 市 23 8.9 8 112.4

青 森 市 5 13.3 6 144.2

盛 岡 市 4 13.6 7 115.2

秋 田 市 6 12.8 9 109.5

郡 山 市 32 7.7 37 15.4

い わ き 市 6 12.8 18 80.2

宇 都 宮 市 28 8.3 34 23.1

前 橋 市 12 11.4 13 96.6

高 崎 市 23 8.9 26 61.2

川 越 市 28 8.3 20 78.5

船 橋 市 39 1.2

柏 市 22 9.6 22 68.9

横 須 賀 市 34 6.0 25 63.7

富 山 市 3 13.9 3 181.7

金 沢 市 25 8.7 12 102.4

長 野 市 15 11.0 33 24.2

岐 阜 市 36 5.2 36 16.2

豊 橋 市 26 8.6 27 57.1

岡 崎 市

豊 田 市 38 2.7

大 津 市 20 10.0 28 53.5

豊 中 市 17 10.8 29 51.2

高 槻 市

東 大 阪 市 31 7.8 31 43.9

姫 路 市 19 10.1 23 67.9

尼 崎 市 8 12.4 4 166.8

西 宮 市 21 9.8 24 65.4

奈 良 市 2 14.0 1 204.0

和 歌 山 市 11 11.6 5 148.3

倉 敷 市 13 11.3 18 80.2

福 山 市 33 7.2 30 46.4

下 関 市 10 11.7 11 103.3

高 松 市 16 10.9 15 94.4

松 山 市 26 8.6 21 69.2

高 知 市 1 0.06 1 19.4 2 195.3

久 留 米 市 37 4.3 35 20.7

長 崎 市 14 11.1 16 85.7

大 分 市 18 10.7 17 83.2

宮 崎 市 9 11.8 10 106.0

鹿 児 島 市 35 5.6 32 29.6

中核市平均値 (※ 3) 9.7 85.5

都 道 府 県 の 平 均 値 13.9 217.5

市 区 町 村 の 平 均 値 9.9 69.2

※ 1　順位については、比率の数値が高い順（ワースト順）に記載している。

※ 2　健全化判断比率については、「実質赤字額」や「連結実質赤字額」等がない場合は、「△」で表示し、参考値として記載している。

※ 3　中核市平均値については、単純平均を算出している。

（早期健全化基準）

（ 11.25～12.21％ ） （ 16.25～17.21％ ） （ 25％ ） （ 350％ ）

　①　中核市の状況

区  　分

健　全　化　判　断　比　率（平成２３年度決算）

① 実 質 赤 字 比 率 ② 連結実質赤字比率 ③ 実 質 公 債 費 比 率 ④ 将 来 負 担 比 率
（早期健全化基準） （早期健全化基準） （早期健全化基準）
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（単位：％）

順位 順位 順位 順位

函 館 市 － － － － 8 8.2 8 96.4

旭 川 市 － － － － 6 8.9 3 112.4

小 樽 市 － － － － 2 14.3 6 108.5

室 蘭 市 － － － － 7 8.5 4 109.1

釧 路 市 － － － － 3 11.8 1 166.5

帯 広 市 － － － － 4 11.0 4 109.1

北 見 市 － － － － 1 14.5 2 117.9

苫 小 牧 市 － － － － 5 10.5 7 98.3

平　均　値 － － － － 11.0 114.8

※　１　順位については、比率の数値が高い順（ワースト順）に記載している。

　　２　健全化判断比率については、実質赤字額や連結実質赤字額等がない場合は,「－」と表記している。

    ３　平均値については、単純平均を算出している。

（16.25～17.21％） （25％） （350％）

③ 実質公債費比率 ④ 将 来 負 担 比 率

②　道内主要都市８市の状況

区　　分

健　全　化　判　断　比　率（平成２３年度決算）

① 実 質 赤 字 比 率 ② 連結実質赤字比率

（11.25～12.21％）

（早期健全化基準） （早期健全化基準） （早期健全化基準） （早期健全化基準）
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４　資金不足比率の状況（平成23年度決算）

　①　中核市の状況
（単位：千円、％）

資金不足比率
（経営健全化基準）

（20％）

温泉事業会計 46,622 19.2

病院事業会計 689,204 4.3

青 森 市 自動車運送事業会計 354,380 16.0

い わ き 市 中央卸売市場事業会計 65,239 68.1

尼 崎 市 自動車運送事業会計 414,376 17.2

下 関 市 臨海土地造成事業特別会計 1,204,242 26.8

高 知 市 国民宿舎運営事業特別会計 832,491 279.7

鹿 児 島 市 交通事業特別会計 459,969 13.1

※　資金不足比率については、資金不足額が発生している公営企業会計のみ記載している。

区  　分

函 館 市

会　計　名 資金不足額

資　金　不　足　比　率（平成２３年度決算）
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②　道内主要都市８市の状況
（単位：千円、％）

資金不足比率
（経営健全化基準）

（20％）

温泉事業会計 46,622 19.2

病院事業会計 689,204 4.3

旭 川 市 　－ － －

小 樽 市 　－ － －

室 蘭 市 　－

公設地方卸売市場事業会計 71,239 113.9

市設魚揚場事業会計 2,065,611 2,503.2

帯 広 市 　－ － －

北 見 市 　－ － －

市立病院事業会計 406,351 4.5

沼ノ端鉄北土地区画整理事業特別
会計

543,386 10.8

※　資金不足比率については、資金不足額がある公営企業会計のみ記載している。　

【参考】　道内主要都市８市の病院事業会計の状況
（単位：千円，％）

資金不足比率
（経営健全化基準）

（20％）

函 館 市 病院事業会計 689,204 4.3

室 蘭 市 病院事業会計 － －

釧 路 市 病院事業会計 － －

苫 小 牧 市 市立病院事業会計 406,351 4.5

平　均　値 547,778 4.4

※　旭川市、小樽市、帯広市、北見市は該当なし

苫 小 牧 市

釧 路 市

区  　分

資　金　不　足　比　率（平成２３年度決算）

会　　計　　名 資金不足額

区  　分

資　金　不　足　比　率（平成２３年度決算）

会　　計　　名 資金不足額

函 館 市
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５ 審査資料の用語説明

用 語 説 明 備 考

普 通 会 計 地方財政状況調査において統一的に用いられる会計区

分であり、一般会計と公営事業会計以外の特別会計を統

合し、会計間の重複等を控除して一つの会計として集計

したものをいう。

標 準 財 政 規 模 基準財政収入額の算定の対象とされた標準税収入総額

と普通交付税の合計額である。

なお、地方財政状況調査（決算統計）における標準財

政規模は、標準税収入額と普通交付税を加算した額である。 実質赤字

また、健全化判断比率を算出する際の「標準財政規 比率関連

模」は、地方財政状況調査（決算統計）における標準財政

規模と臨時財政対策債発行可能額の合計額である。

標 準 税 収 入 額 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろ

う経常的一般財源の額をいう。

臨 時 財 政 対 策 債 地方公共団体の一般財源の不足を補てんするため、地
発 行 可 能 額

方財政法第５条の特例として投資的経費以外の経費にも

充てるために発行される地方債で普通交付税の算定額と

実交付額の差額である。

解消可能資金不足額 路面交通事業を営む軌道事業などの経営にあたって

は、多額の資本投入を必要とすることから、資金不足を

一定期間生じる場合が多く見受けられる。

しかしながら、減価償却費を除いた経常損益で利益が 連結実質

生じている場合、長期的にはその利益をもってその資金
赤字比率

不足を解消することが可能と見込まれている。

関 連

解消可能資金不足額は、これらの考え方に基づき、資

金不足額に含まれている解消可能資金不足額を当該事業

における施設等の残存耐用年数相当期間内に計画的に解

消可能な額を客観的に算定した額をいう。

基 準 財 政 需 要 額 普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が合

理的かつ妥当な水準における行政を行うためなどの財政 実質公債

需要を一定の方法によって合理的に算定した額をいう。
費 比 率
関 連
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